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地方消費税について


平成23年12月７日
総 務 省







項 目 内 容


１．課税主体 都道府県


２．納税義務者
（譲渡割）
（貨物割）


課税資産の譲渡等（役務の提供を含む）を行った事業者
課税貨物を保税地域（外国貨物を輸入申告前に蔵置することのできる場所）から引き取る者


３．課税方式
（譲渡割）
（貨物割）


当分の間、国（税務署）に消費税と併せて申告納付（本来は都道府県に申告納付）
国（税関）に消費税と併せて申告納付


４．課税標準 消費税額


５．税 率 １００分の２５（消費税率換算１％）


６．税 収
（平成21年度決算額）


２４，１３１億円


７．清 算


国から払い込まれた地方消費税相当額について、最終消費地に税収を帰属させるため、
消費に関連した基準によって都道府県間において清算


８．交 付 金


税収（清算後）の２分の１を市町村に交付。人口と従業者数であん分。


地方消費税の概要


指 標 ウェイト


「小売年間販売額（商業統計）」と「サービス業対個人事
業収入額（サービス業基本統計）」の合算額


6/8


「人口（国勢調査）」 1/8


「従業者数（事業所・企業統計）」 1/8


指 標 ウェイト


「人口（国勢調査）」 1/2


「従業者数（事業所・企業統計）」 1/2
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地方消費税の現状等について


現状


参考


地方交付税分
１．１８％


地方消費税
１％


（２．４兆円 ※）


地方


【５６．４％】 【４３．６％】


消 費 税
４％


○ 地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、消費譲与税に代えて、消費に広く負担を求める地
方消費税を道府県税として創設することにより地方税源の充実を図ることとし、あわせて税制改革
に伴い、消費税に係る地方交付税の率を引き上げる


【地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由説明（第131回国会）（平成６年10月）（抄）】


５％ ※平成21年度 決算額


国


２.８２％相当 ２.１８％相当
※ 地方消費税の１／２は
人口と従業者数に応じて
市町村に交付


○ 地方消費税は消費税の２５％（税率にして１％相当）。
○ 消費税の２９．５％は、地方交付税の原資とされている。
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昭和63年の抜本的改革
（消費税創設）


平成６年の税制改革
（地方消費税創設・消費税率引上げ）


（単位：兆円）


【
地
方
税
関
係
】


【
地
方
交
付
税
関
係
】


個別間接税
・料理飲食等消費税（0.61）


・娯楽施設利用税（0.13）


・電気税（0.49）


・ガス税（0.01）


・木材引取税（0.002） 等


消費譲与税の創設


（消費税収の20％） 1.1


地方消費税の創設


2.4


消費税収（除:消費譲与税）の


24％を対象税目に追加 1.0
消費税に係る交付税率の
引上げ（24％→29.5％） 1.5


所得税の減税による


交付税の減


△ 0.8


個人住民税の減税


△ 1.0


・所得税


・法人税


・酒税


の32％が対象税目


既存個別間接税の整理


昭和63年
（消費税創設前）


※この他消費税引上げに伴う地方団体の
負担増等により


増減収額 △ 0.9 増減収額 0


消費譲与税の廃止
△ 1.4


（税率適用区分の見直し等）


左の国税３税の減税に伴う
交付税の減(所得税の税率構造の見直し


(12段階→5段階)等） △ 0.9


※個人住民税の減税（税率構造の見直し


(7段階→3段階)等）により △ 0.1


（税率適用区分の見直し等）


△ 0.7


・料理飲食等消費税、娯楽施設利用税の縮小


・電気税、ガス税、木材引取税の廃止 等


△ 1.1


※この他個人住民税等の減税により△ 0.9


消費税及び地方消費税の創設と地方税制
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（兆円）


（年度）


地方分


0.8 


2.6  2.5  2.5  2.5  2.4  2.4  2.6  2.6  2.6  2.6  2.5  2.4 


0.8 
1.2  1.2  1.3  1.4  1.4  1.4  1.5 0.8 


1.1  1.2  1.3  1.3  1.4  1.4  1.5 
2.7 


3.0  3.1  2.9  2.9  2.9  2.9 
2.9  3.1  3.1  3.0  2.9  2.9 


2.5 


3.5 
3.8 


4.0 
4.2  4.3  4.4 


4.6 


6.6 


7.1 
7.4 


6.9  6.9  6.9  6.8 
7.0 


7.5  7.4  7.2 
7.0  6.9 


0
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4


6


8


10


12


14


Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１


■消費税（国分） 2.82％（４％×0.705）


■地方交付税 1.18％（４％×0.295）


■地方消費税 １％


■消費税（国分） 1.824％（３％×4/5×0.76）


消費税・地方消費税等に係る税収の推移


■ 地方交付税 0.576％（３％×4/5×0.24）


■ 消費譲与税 0.6％（３％×1/5）


国分


4.1


5.8
6.2


6.6
7.0 7.0


7.2
7.6


10.1


12.6 12.9
12.4 12.2 12.2 12.1


12.6
13.1 13.1 12.8


12.4 12.2


※ 「消費税（国分）」の額は、消費税の決算額（一般会計分）に0.76又は0.705（１－地方交付税法定率）を乗じて算出。
「地方交付税」の額は、消費税の決算額（一般会計分）に0.24又は0.295（地方交付税法定率）を乗じて算出。
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○ 今後、社会保障財源としての消費税（国・地方）の充実を進めるに当たっては、「執行の責任


の拡大」及び「住民の利便性の向上」等の観点から、消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方


団体の役割拡大を進めることが必要である。


○ 当面は、現行制度の下でも可能な「納税相談を伴う収受」等の取組を進め、その上で、地方団


体の体制整備の状況等を見極めながら、消費税・地方消費税の税率引上げや共通番号制度が実施


される時期を目途に、地方団体に対する申告書提出の制度化について改めて判断することが適当


である。


第３章 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大


消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割拡大


９．地域主権改革と地方税制


第２章 各主要課題の平成23年度での取組み


地方自治体による消費税・地方消費税の申告書の収受や納税相談等を一層推進します。


また、今後の課題として、地方自治体による申告書の受理等について、実務上の論点等を含め


検討します。


○平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日税制調査会）（抄）


○地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会－中間取りまとめ概要－（平成23年10月）（抄）


(2)－②－ロ 地方自治体の「執行の責任」の拡大のための事項
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個人住民税について


平 成 2 3 年 1 2 月 7 日


総 務 省







第２章 各主要課題の平成２３年度での取組み
２．個人所得課税


（２）個人住民税
① 基本的な考え方


個人住民税は「地域社会の会費」として、住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという性
格を有しています。そのため、所得税と異なる、次のような特徴を有しています。
・ 税率構造は、１０％比例税率を基本とし、応益性を明確化
・ 所得控除は控除項目・金額ともに所得税の範囲内


・ 税額控除は課税技術上の控除が中心で、政策的な控除は極めて限定的
地域主権改革を進めていく観点からは、地方税源を充実することが必要であり、そのための方策の


一つとして、個人住民税の充実強化を検討することは、地方消費税と並ぶ重要な課題です。
個人住民税の「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、所得税における諸控除の見


直しや低所得者への影響にも留意しつつ、個人住民税の諸控除の見直しについて検討を進めます。


平成22年12月16日
閣 議 決 定


平成23年度税制改正大綱 （抄）
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昭和62年度分 平成元年度分 平成11年度分 現行（平成19年度から）


18％


17％
16％


15％
14％


14段階 ３段階


15％


5％


10％


３段階


13％


10％


5％


10％


一律4.5､5､6､7､8､9､11､12%


個


人


住


民


税
13％


個人住民税所得割の税率の推移（イメージ図）


○昭和62年度当時の個人住民税は、4.5％～18％の14段階の税率構造。


○ 現在は一律10％の税率構造。
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○ 所得税から個人住民税へ３兆円の税源移譲
○ 個人住民税は５％、１０％、１３％の累進税率から、１０％比例税率化
○ 一方、所得税は最低税率１０％→５％、最高税率３７％→４０％に改正


税源移譲時の個人住民税の税率構造の見直し


１０％１０％
５％


５％


３％


（～平成18年度） （平成19年度～）
10%比例税率化


１３％
１０％


５％
０ 200


万円


700
万円


０ 200
万円


700
万円


１０％


国（所得税）
国から地方へ
（約3.4兆円）


地方から国へ
（約0.4兆円）


０


税源移譲（3兆円）


<参考>所得税率


10%
20%


30%
37%


４段階


5%
10%


20%
23%


33%
40%


６段階


（平成19年～）


（～平成18年）
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個人住民税の10％比例税率化の考え方


① 応益性の明確化


○ 所得にかかわらず、等しく10％の税を納めることで、受益と負担の関係がより明確化。


「地域社会の会費」という個人住民税の基本的性格にふさわしい税率構造へ。


○ 税源移譲前後で、個人住民税・所得税の合計税率は同じ。国・地方を通じた累進構造


に変化なし。


② 地域間の税源偏在度の縮小


○ 比例税率化により13％→10％の減収の影響は、高額所得者が多い団体に大きく作用


する一方、5％→10％の影響は全ての納税者に発生し、全ての団体に作用することから、


税収の偏在度が縮小。


③ 税収安定性の向上


○ 累進税率から比例税率とされたことにより、景気変動に対する税収の安定性が向上。
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38万円


48万円


＋35万円


最高
38万円


38万円


63万円


48万円


＋35万円


扶 養 控 除
昭和37年度
（1962年度）


・生計を一にする親族等で、かつ、年間所得が38万円以下
 である者


・上記の者が特別障害者で、かつ、同居している場合


・生計を一にする配偶者で、かつ、控除対象配偶者に該当
 しない者


・年齢が70歳以上の扶養親族


障 害 者 控 除


昭和58年度
（1983年度）
昭和55年度
（1980年度）


・上記の者が特別障害者で、かつ、同居している場合


・老人扶養親族が本人と同居している場合


・本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者
 である場合


老 人 扶 養 親 族


＋23万円


最高
33万円


創設年
（個人住民税）


昭和37年度
（1962年度）


昭和41年度
（1966年度）


昭和56年度
（1981年度）


基


礎


的


な


人


的


控


除


基 礎 控 除


配


偶


者


控


除


控 除 対 象 配 偶 者


配 偶 者 特 別 控 除


（同居特別障害者加算）


老 人 控 除 対 象 配 偶 者


一 般 の 扶 養 親 族


特 定 扶 養 親 族 45万円


38万円


（同居特別障害者加算） ＋23万円


昭和58年度
（1983年度）


昭和63年度
（1988年度）


昭和37年度
（1962年度）


平成2年度
（1990年度）


昭和48年度
（1973年度）


・上記の者が特別障害者である場合
昭和43年度
（1968年度）


寡 婦 控 除


寡 夫 控 除


（ 特 別 障 害 者 控 除 ）


・年齢が16歳以上23歳未満の扶養親族
　【24年度～：19歳以上23歳未満に縮減】


【同居特別障害者控除に改組】


( 同 居 老 親 等 加 算 ）


・年齢が16歳未満又は23歳以上70歳未満の扶養親族
　【24年度～：16歳未満を廃止・年齢16歳以上19歳未満を追加】


昭和37年度
（1962年度） 26万円


＋7万円


33万円


対   象   者


・本人


・生計を一にする配偶者で、かつ、年間所得が38万円以下
 である者


・年齢が70歳以上の控除対象配偶者


－


33万円


38万円


40万円


27万円


控除額


24年度～


53万円　（所得税：75万円）
【新設】


【同居特別障害者控除に改組】


本人の所得要件（参考）
所得税


38万円


＋10万円


27万円


【現行】


33万円 －


－


－


－


年間所得１，０００万円以下


－


－


－


－


－


－


－


－


①の場合
年間所得５００万円以下


年間所得５００万円以下


年間所得５００万円以下


年間所得６５万円以下かつ
給与所得等以外が１０万円以下


（同居特別障害者控除）
平成24年度
（2012年度）


・特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族と同居を
 常況としている者


特


別


な


人


的


控


除


昭和37年度
（1962年度）


平成2年度
（1990年度）


30万円


26万円


・本人が学校教育法に規定する学校の学生、生徒等である者勤 労 学 生 控 除
昭和37年度
（1962年度）


26万円


＋8万円


27万円


27万円


（ 特 別 寡 婦 加 算 ）


26万円


昭和57年度
（1982年度）


・次のいずれかの者
①夫と死別した者
②夫と死別又は夫と離婚した者で、かつ、扶養親族を有する者


・寡婦で、扶養親族である子を有する者


・妻と死別又は離婚して扶養親族である子を有する者


＋4万円


○ 個人住民税の所得控除は、「地域社会の会費」という個人住民税の基本的性格（応益的な性格）から、所得税の控除額よりも低く設定


○ 例えば、平成11年の所得税において講じられた年少扶養控除加算は、個人住民税では講じられなかった等、控除項目についても抑制的


人的控除の概要（個人住民税）
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※　平成18年末までに結んだ長期の損害保険契約に係る保険料については、損害保険料控除（控除額1万円（最大））の適用が経過措置として認められている。


　所得税と同じ


※　生命保険料控除は平成24年1月1日以後に契約した生命保険等に係る保険料の場合


　控除額　７万円（最大）
［＜所得税＞控除額　１２万円（最大）］


　控除額　２．５万円（最大）
［＜所得税＞控除額　５万円（最大）］


 小規模企業共済
 等掛金控除


 地震保険料控除


 社会保険料控除


 医療費控除
　納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶
者その他の親族の医療費を支払った場合に控除


 生命保険料控除


　所得税と同じ


　所得税と同じ


　社会保険料を支払った場合に控除


　小規模企業共済掛金、確定拠出年金に係る個人型
年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金を支
払った場合に控除


　地震保険料を支払った場合に控除


　生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険
料を支払った場合に控除


控除の種類


 雑損控除


概　　　　　要


　住宅家財等について災害又は盗難若しくは横領に
よる損失を生じた場合又は災害関連支出の金額が
ある場合に控除


控除額の計算方法（所得税との比較）


　所得税と同じ


その他の所得控除制度の概要（個人住民税）


社会保険等やむを


得ない支出等による


担税力の減殺に


配慮する控除
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対 象 税 額 控 除 名


個人
既存住宅の耐震改修をした場合等の特別控除


政治活動に関する寄附をした場合の特別控除


青色申告者


試験研究を行った場合の特別控除


エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別控除


事業基盤強化設備等を取得した場合の特別控除


（参考）所得税における政策的税額控除の例


税 額 控 除 名 趣 旨


配当控除


二重課税の調整
外国税額控除


配当割額控除
株式等譲渡所得割額控除


調整控除


税源移譲に伴う調整
住宅借入金等特別税額控除


寄附金税額控除
地方公共団体に対する寄附金や都道府県又は市区町村が条例で指定した


寄附金等を控除（地方団体の受益の範囲内）


主として課税技術上
の控除


所得税の政策的税額
控除は、個人住民税に
は設けられていない。


個人住民税の税額控除


○ 個人住民税の税額控除は、課税技術上の控除が中心であり、政策的控除は極めて限定的
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平成22年度改正・23年度改正法案（衆議院総務委員会での修正前）における扶養控除の見直しのイメージ


特定
扶養
控除


４５万円


成年扶養控除


３３万円
老人扶養


控除


３８万円


15 2316 22 69 70 <年齢>


一般扶養控除
33万円


18


一般
扶養
控除


３３万円


19


廃止
【H22改正】


縮減
【H22改正】


上乗せ分
12万円


縮減


【H23改正案】


6564


存続
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参 考 資 料
（個人住民税について）


平成23年12月7日


総 務 省







（注１）平成21年度までは決算額、22年度は決算見込額、23年度は地方財政計画による。


（注２）グラフ中の税制改正による増減収見込額は、平年度ベースの金額である。


（注３）分離課税の税収は、利子分は利子割、配当分は配当割、株式等の譲渡所得は所得割申告分離課税＋株式等譲渡所得割、土地等の譲渡所得は所得割申告分離課税の税収。H22、H23はデータなし。
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62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


利子 配当 株式等の譲渡所得 土地等の譲渡所得税収のうち主たる分離課税分


▲1.6兆円（所得割の税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ（基礎控除、配偶者控除、扶養控除：26万→30万円）、配偶者特別控除・特定扶養控除の創設（35万円）等）


▲1.0兆円（所得割の税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ（基礎控除、配偶者控除、扶養控除（31万円→33万円））、給与所得控除の引上げ）


（単位：兆円）


▲0.2兆円（最高税率の引下げ）


【抜本的税制改革】


【税制改革】


＋0.3兆円（配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止等）


＋0.2兆円（公的年金等控除の見直し等）


＋0.6兆円（利子課税の見直し等）


個人住民税収の推移


○ 税率構造の見直しや人的控除額の引上げなど、所得税と同様、累次の負担軽減措置が講じられてきた。
○ 平成19年度には、所得税から個人住民税への３兆円の税源移譲が行われている。
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算出税額 納付税額


前
年
中
の
給
与
収
入
（
年
間
収
入
）


給与所得の
金額の計算


課税所得の
金額の計算


税額計算


前
年
中
の
給
与
所
得
の
金
額


所
得
控
除


課
税
所
得
の
金
額


基礎控除
配偶者控除
扶養控除
特定扶養控除
障害者控除
社会保険料控除
生命保険料控除


33万円
33万円
33万円
45万円
26万円


など


【税率】 一律 10％（県４％、市６％）


税額控除


配当控除
外国税額控除
寄附金税額控除 等


所得税と同一の計算 個人住民税独自の計算


※地方税法で異なる定めをすることも可


前
年
中
の


給
与
収
入
に
係
る


給
与
所
得
控
除 ※1 寄附金控除を除き所得税と項目は一致


※2 金額は所得税より小さい


【平成24年度分以後適用】


・扶養控除の対象は16歳以上19
歳未満及び23歳以上の扶養親
族


・特定扶養控除の対象は19歳以
上23歳未満の扶養親族


個人住民税所得割額計算のフローチャート


（給与所得の算出は所得税と共通）
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＜出典＞平成22年度市町村税課税状況等の調
（注１）四捨五入の関係で計数の合計等が一致しない場合がある。
（注２）配偶者控除に配偶者特別控除を含み、年少扶養控除廃止及び特定扶養控除縮減を加味している。
（注３）課税対象となる収入には分離課税に係る分を含む。
（注４）課税対象となる収入のうち、給与収入・公的年金等収入以外のもの（その他収入）は所得ベース。


所得控除：57兆円（23％） 課税総所得：118兆円（48％）


個人住民税額：12兆円


調整控除：0.20兆円


住宅ローン控除：0.12兆円


税額控除：0.34兆円


人的控除：29兆円（％）


・基礎控除：18兆円


・配偶者控除：5兆円


・一般扶養控除：3兆円


（うち成年扶養控除：2兆円）


・特定扶養控除：1兆円


・老人扶養控除：1兆円 等


その他控除：29兆円（％）


社会保険料控除：25兆円


生命保険料控除：2兆円


医療費控除：1兆円


等


個人住民税の課税ベースのイメージ（平成22年度課税分）


各種所得についての控除等：
72兆円（29％）


給与所得控除：60兆円


給与所得控除／給与収入＝30％


公的年金等控除：12兆円


公的年金等控除／公的年金等収入


＝49％


○ 課税対象となる収入は約248兆円、課税総所得は約118兆円。
○ 給与所得控除・公的年金等控除で収入の29％、所得控除で23％課税ベースが減少。


課税対象となる収入約248兆円（給与収入（205兆円）、公的年金等収入（25兆円）、その他収入（19兆円））


所得金額約176兆円


非


課


税


所


得
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個人住民税の成年扶養控除の見直し（23年度税制改正法案：衆議院総務委員会での修正前）


納税者（扶養者）合計所得４００万円
（給与収入約５６８万円）


成年扶養親族のうち、


① 障害者控除制度の対象者


② 要介護・要支援認定者


③ 要介護認定者等の同居者
等


④ 難病等に係る公費負担医
療制度の対象者、高額療
養費制度の対象者等


⑤ 長期（90日以上）入院・通
院等をした者


心身の障害等の事情を抱える者


（成年扶養親族を扶養する納税者：約470万人 成年扶養親族：約520万人）


網掛け部分 ＝ 控除維持（控除額：３３万円）


高齢者（６５～６９歳）・学生


５００万円
（給与収入約６８９万円）


特定成年扶養親族


＜扶養者ベース：150万人＞


（被扶養者ベース：170万人）


控除対象成年扶養親族


＜扶養者ベース：210万人＞


（被扶養者ベース：230万人）


控除廃止・縮減となる者


＜扶養者ベース：100万人＞


（被扶養者ベース：110万人）


※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。
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